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資料１ 

青島日本人学校規則 

 

第１章 総 則 

 

第１条（定義・名称） 

    この規則にいう「学校」は、青島日本人学校運営の基本精神に基づき設立された学校を指すも

のとし、名称を青島日本人学校と称する。 

 

第２条（所在地） 

    学校は、中華人民共和国青島市市北区同安路５６号に置く。 

第３条（目 的） 

    学校は、中華人民共和国青島市及び周辺に在住する日本人の子女に対し、日本国教育関係法規

及び文部科学省の示す学習指導要領に準拠し、心身の発達に応じて、初等・中等教育を施す事を

目的とする。 

 

 

第２章 学 校 要 覧 

  

第４条（教育目的） 

    学校は、第３条に掲げる目的に従い、児童・生徒の人格の完成を期し、豊かな心情を培い、活

動力に満ちた健康な心身の育成を図ることを目標とする。さらに学校における学習指導に当たっ

ては、現地事情に対する認識を深め、日本と中華人民共和国の友好関係の増進に努める。 

 

第５条（教育課程） 

 学校の教育課程は、日本国内の小学校６ヵ年、中学校３ヵ年の修業課程に準拠して実施される

ものとし、文部科学省の定める学習指導要領に示される各学年における各教科、特別の教科であ

る道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動を基準として編成し、校長がこれを定め

た後実施する。  

 

第６条（学年・学期） 

    学年は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

    第１学期 ４月 １日から ８月１０日 

    第２学期 ８月１１日から１２月３１日 

    弟３学期 １月 １日から ３月３１日 
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第７条（休業日)    

  １  授業を行わない日を、次のように定める。 

(１) 土曜日、日曜日及び振り替え休日（ただし、学校行事を行う場合がある。） 

(２) 中華人民共和国の祝祭日 

（３）日本国の祝日の内  天皇誕生日 

（４）学年始め休業日 

（５）夏季休業日 

（６）年末・年始休業日 

（７）学年末休業日 

                

  ２  校長は、前項に定めた休業日を変更する必要があると認めた場合には、事前に学校運営理事

会の承認を得て、該当休業日及び休業期間を変更することができる。 

 

第８条（入学・就学） 

    学校に入学できる者は、以下の条件を満たすものとする。 

 

（１）中華人民共和国青島市及びその周辺に在住する日本国籍を持つ日本人の子女。 

（２）就学年齢は、満６歳に達した月の翌日以降における最初の学年のはじめから、 

満１５歳に達した日の属する学年の終わりまでとする。 

（３）青島日本人会会員の子女であること。 

（４）入学金及び授業料を納入すること。 

（５）理事会及び、学校が定める規則を順守すること。 

（６）日本語で授業を受けることができる子女であること。 

 

  なお、特別の事情により校長が認めた場合には、理事会承認の下に子女を入学または就学さ

せることができる。また、（1）については、青島日本人学校で教育を受けることが相当と中国

政府機関が認めた外国籍の子女（日本国永住権を持つ外国籍の子女など）に関し、理事会の承

認の下に入学または就学させることができる。 

 

第９条（転退学） 

     転退学を希望する者は、その旨を校長に申し出るとともに、所定の手続きを行わなければな

らない。この場合の手続きは、転退学を希望する保護者が行わなければならない。 

 

第 10 条（修了・卒業証書) 

     校長は、児童・生徒が各学年の課程を修了したときは、それぞれの学年の修了証書を、小学

校または中学校の最終学年の課程を修了したときは、それぞれの全課程を修了したものと認定

し卒業証書を授与する。 
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第 11条（指導要録） 

     校長は、児童・生徒の指導要録を作成しなければならない。 

 

第 12 条（保健・安全） 

    学校は、児童・生徒・職員の健康保持・増進を図るため、健康診断を毎年定期に実施する。ま

た、登・下校時及び校長の管理下にある教育活動中に発生した災害に対しては、児童・生徒災害

保険に加入し、保健安全に必要な措置を講ずるものとする。 

 

第 13 条（細則） 

    校長はこの細則に基づいて次の各号に関する細則を定める。 

    １ 第 4 条の目的達成のため、第 5 条及び第 6 条に基づく教育課程の編成、その他学校経営に

関すること。 

    ２ 第 8 条の入学及び就学に関すること。 

    ３ 第 9 条の転入学に必要な手続きに関すること。 

    ４ 第 12 条の保健・安全に関すること。 

 

 

第３章 理 事 会   

 

第 14 条（学校代表） 

    設置者に青島日本人学校の適切な管理運営を行うため学校運営理事会を置く。学校運営理事会

の長は学校を代表し、この資格において学校の設置及び登録に伴う責任を負う。 

 

第 15 条（理事会） 

    理事は、次の各号に基づき選出し、理事会を構成する。 

    １ 在青島日本国総領事館より     ２名以内 

    ２ 青島日本人会の推薦する者    １５名以内 

    ３ ＰＴＡ代表            ３名以内 

    ４ 校長               １名 

 

    理事の任期は、１年とする。但し再任は妨げない。 

    また任期中、理事に欠損が生じた場合は、前任者の選出母体において直ちに補充するものとし、

その任期は前任者の残任期間とする。 

 

第 16 条（理事長及び副理事長） 

    理事会に理事長及び副理事長を置く。理事長は、青島日本人会が選出した理事の中から互選に

より選出され、理事会の業務を統括し、理事会を代表する。副理事長は、理事長が指名する。副

理事長は、理事長を補佐し、理事長の委任を受け、理事長の職務を代行することができる。 
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第 17条（審議事項） 

理事会は、次の事項を審議し、決定する。 

 

１ 青島日本人学校運営理事会規則及び青島日本人学校規則の改正 

２ 青島日本人学校運営理事会規則に基づく細則の制定及び改正 

３ 年間行事計画等学校の管理運営の基本方針に関わる事項 

４ 青島日本人学校の予算、決算に関する事項 

５ 重要な資産の取得、管理及び処分に関する事項 

６ 現地採用教職員の任免に関する事項 

７ その他青島日本人学校の管理運営に関する重要事項 

 

第 18 条（運営細則） 

    理事会の運営等に関しては、別に青島日本人学校運営理事会細則を定める。 

 

 

第４章 教 職 員 

 

第 19 条（教職員） 

    学校には、次の教職員を置く。 

    校長・教頭・教諭・専任教員・事務職員・警備員 等 

 

第 20 条（任命） 

    校長・教頭・教諭の政府派遣教員は、日本国文部科学大臣の委嘱に基づく。 

    その他の教職員は、理事会の議決を経て、理事長が任命する。 

 

第 21 条（教職員の服務） 

    教職員の基本的服務は、次のとおりとする。 

    １ 校長は、理事会の委託に従い、校務をつかさどり、所属教職員を監督するとともに、必要

に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。 

    ２ 教頭は、校長を補佐し、校務を整理するとともに、必要に応じて児童・生徒の教育を司る。

また、校長に事故があるときは、その職務を代行する。 

    ３ 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。 

    ４ 専任教員は、専門の課程その他について、児童・生徒の教育にあたる。 

    ５ 事務職員は、通訳・事務に従事する。 

    ６ その他の職員は、任命された固有の職務に従事する。 
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第５章 財 務 

 

第 22 条（財 源） 

学校の財源は、日本国国庫補助金・入学金・授業料・寄付金・日本人会補助金・その他の収入

をもってこれに充てる。 

 

第 23 条（予算執行・決算報告） 

    校長は、第 17条の議決を経た予算を執行し、実施した予算につき理事会に毎月次収支報告を行

わなければならない。 

    また、理事長は、青島日本人会に対して、予算・決算報告をするものとする。 

 

第 24 条（会計年度） 

    学校の会計年度は、毎年１月１日に始まり、翌年１２月３１日に終わるものとする。 

 

第 25 条（授業料等） 

    学校の入学金・授業料については、別に定める。 

 

第 26 条（規則の改正） 

    この規則の改正は、第１７条の手続きによる理事会の決議を経た後、効力を有するものとする。 

 

第６章 印鑑の管理と使用 

 

第 27 条（印鑑の管理と使用）印鑑の管理と使用は次の通りとする。 

   ①「公印」及び「法定代表印」は、法定代表者が責任を持って管理・使用するものとする。 

ただし、必要に応じて、理事長、又は、校長に管理を代行させ、法定代表者承認の下、理事長

又は校長に使用を代行させることができる。 

②「理事長印」及び「学校印」は、理事長が責任をもって管理・使用するものとする。ただし、必

要に応じて、校長に管理を代行させ、理事長承認の下、使用を代行させることができる。 

③「校長印」は、校長が責任をもって管理・使用するものとする。 

④「財務印」は、会計責任者が責任をもって管理・使用するものとする。ただし、必要に応じて、

会計責任者承認の下、事務担当者に使用を代行させることができる。 

            

付則（施行期日） 

   この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   この規則は、平成２０年４月１日から施行する。（７条（２）改訂､（３）用語訂正） 

   この規則は、平成２１年４月１３日から施行する。（１５条 理事会規則改正に伴う改正） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（７条（２）清明節、端午節、中秋節のただし書きを削除） 
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この規則は、平成２４年４月１日から施行する。（７条・８条・１６条・１９条 改正） 

この規則は、平成２５年９月１３日から施行する。（７条（２）・８条（６）・１５条・ 

１６条・１８条・２２条・２３条・２４条 追記・改正） 

この規則は、平成３０年 7月１３日から施行する（８条 追記） 

この規則は、令和元年７月１４日から施行する。（会計細則１２条（印鑑の管理と使用）を削除

し青島日本人学校規則第６章 印鑑の管理と使用 を追加する。 

この規則は、令和元年 9月１２日から施行する。（第５条 内容変更に伴う改正） 


